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入力途中で作業を中断したい場合
１ 一時保存はできません。一旦「仮報告」(※)を行ってください。
２ 「第１面」で入力されたメールアドレスに「仮報告受け取りメール」が
届きます。

３ 「仮報告受け取りメール」に記載された「ＭＹページＵＲＬ」をクリッ
クすると、報告案件が表示されます。

４ 表示された画面右上の をクリックすると入力作業が再
開できます。

※便宜的に「関係図書」等の添付は不要です。



オンライン報告入力画面
https://www.hyogo-jkc.or.jp/teiki-

hokoku_online.html

特定行政庁・報告別に入力画面にお進みください
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入力画面等の画像は実際の表示とは異なる場合があります。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

目次に戻る



定期報告（建築設備）のオンライン報告の入力方法については下記のとおりです。内容に
ついてご質問等がございましたら、建築防災センター078-252-3983へご連絡ください。

「１ 注意事項」および「２ 防災センターからのお願い」を確認してください

「その他の検査者」がおられる場合および「第3面(不具合の状況)」で不具合がある
場合は、ここから 「その他の検査者リスト」等をダウンロードし、リスト等を作成の
上、「③第２面「４．換気設備の検査者」、「８．排煙設備の検査者」、 「12．
非常用の照明装置の検査者」」、「第3面」入力時に添付してください。

複数案件一括振込の場合に添付が必要な「定期報告書リ
スト」様式はここからダウンロードし、リストを作成の
上、「⑩支援サービス料」入力時に添付してください。

チェックして次へ

目次に戻る
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代表検査者入力欄

２棟目以降の入力はここをチェックすることで、第一面の入力が不要になります。
※システムの都合上、チェックを入れる前に「2.管理者」欄の【所有者と同じ】を
チェックしてください。

副本交付通知・補正通知、領収証、報告済証などは、
全て入力したメールアドレス宛に届きます。
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法人の場合は「役職名 代表者名」を(氏名)欄に入力してください。

コード番号（地域※）はドロップダウンリストから選択してください。
※兵庫県以外の特定行政庁は、既に地域コード番号が入力されています。

複数棟の場合は、棟の番号を入力
してください。
（例）２棟目は”2”、

3棟目は“３”と入力

● 第一面（報告者・コード番号・代表検査者）

メールアドレスの入力は必須です

目次に戻る
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 第一面（１ 所有者 ２ 管理者）

法人の場合は「会社名＿役職名＿代表者名」と入力してください。

管理者が所有者と同一の場合はチェックを入れてください。
入力欄が消え、入力不要となります。
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 第一面（３ 報告対象建築物 4 検査による指摘の概要）

「要是正の指摘あり」または「要是正の指摘あり（既存不適格）」を
選択した場合、「改善予定の有無」欄が出てきます。
「有」にチェックを入れた場合は改善予定年月を入力してください。

「要是正の指摘あり」を選択した場合
「指摘の概要」欄が出てきます。

※複数棟の報告の場合、それぞれの棟の指摘は
該当する棟のこの欄に記載してください。

全ての入力が終わりましたら、次へボタンを押してください。

換気設備または排煙設備について、複数年で検査を計画する場合、
「〇〇設備 検査計画書添付」と入力してください。
（ただし、複数年での検査ができる項目は限定されています。）



8

 第二面（１ 建築物の概要 ２ 確認済証交付年月日等 ３検査日等）

「指定確認検査機関」を選択すると、「指定
確認検査機関名称」の入力欄が出てきます。

「前回調査」の実施をチェックすれば、年月日等の
入力欄が出てきます。

「確認済証」及び「検査済証」が
不明な場合は、建築主事等を選択
したままで次にお進みください。

※複数棟の場合は棟ごとに棟名を入力して
ください（１棟の場合は入力不要）

報告対象の設備をチェックしてください。

目次に戻る
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 第二面（４換気設備の検査者）

検査者が建築士の場合は、事務所登録が必要になります。

検査者が複数の場合、チェックをはずしてください。
「その他の検査者入力欄」が出ますので、上記以外の検査
者と検査者番号を入力してください。「その他の検査者」
が3名の場合、 を押せば入力欄が追加できます。

「その他の検査者」がおられる場
合は、こちらから「その他の検査
者リスト」ダウンロードし、リス
ト作成の上、添付してください。



対象設備をチェックすると、各入力欄が出てきます。
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不具合「有」をチェックすると下記の
入力欄が出てきます。該当欄にチェッ
ク、入力してください。

● 第二面（５換気設備の概要 ６換気設備の検査の状況 ７換気設備の不具合の発生状況）

※「居室等」は、「劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場等の用に供する
建築物の居室」と「廊下及び階段の用に供する部分」をいいます。

「要是正の指摘あり」にチェックを入れると、
概要等の入力欄が出てきます

「要是正の指摘あり」または「要是正の指摘あり（既存不適
格）」を選択した場合、「改善予定の有無」欄が出てきます。
「有」にチェックを入れた場合は改善予定年月を入力してく
ださい。
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● 第二面（８排煙設備の検査者）

検査者が建築士の場合は、事務所登録が必要になります。

検査者が複数の場合、チェックをはずしてください。
「その他の検査者入力欄」が出ますので、上記以外の検査
者と検査者番号を入力してください。「その他の検査者」
が3名の場合、 を押せば入力欄が追加できます。

「その他の検査者」がおられる場
合は、こちらから「その他の検査
者リスト」ダウンロードし、リス
ト作成の上、添付してください。



対象をチェックすると、各入力欄が出てきます。

● 第二面（９排煙設備の概要）
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● 第二面（１０排煙設備の検査の状況）

「要是正の指摘あり」にチェックを入れると、
概要等の入力欄が出てきます

不具合「有」をチェックすると下記
の入力欄が出てきます。該当欄に
チェック、入力してください。

「要是正の指摘あり」または「要是正の指摘あり
（既存不適格）」を選択した場合、「改善予定の有
無」欄が出てきます。
「有」にチェックを入れた場合は改善予定年月を入
力してください。



● 第二面（１２非常用の照明装置の検査者）

検査者が建築士の場合は、事務所登録が必要になります。

検査者が複数の場合、チェックをはずしてください。
「その他の検査者入力欄」が出ますので、上記以外の検査
者と検査者番号を入力してください。「その他の検査者」
が3名の場合、 を押せば入力欄が追加できます。

「その他の検査者」がおられる場
合は、こちらから「その他の検査
者リスト」ダウンロードし、リス
ト作成の上、添付してください。
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● 第二面（１３非常用の照明装置の概要 １４非常用の照明装置の検査の状況）
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対象をチェックすると、各入力欄が出てきます。

「要是正の指摘あり」にチェックを入れると、
概要等の入力欄が出てきます

「要是正の指摘あり」または「要是正の指摘あり（既存不適
格）」を選択した場合、「改善予定の有無」欄が出てきます。
「有」にチェックを入れた場合は改善予定年月を入力してく
ださい。
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● 第二面（１５非常用の照明装置の不具合の発生状況 ２０備考）

不具合「有」をチェックすると下記
の入力欄が出てきます。該当欄に
チェック、入力してください。

全ての入力が終わりましたら、次へボタンを押してください。
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● 第三面（建築設備に係る不具合の状況）

【不具合がある場合】

様式をダウンロードし、第３面を作成の上、
こちらに添付してください。

上記ファイル添付後、次へボタンを押してください

【不具合がない場合】

そのまま次へボタンを押してください。

目次に戻る
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● 検査結果表（換気設備）

（以下省略）

検査項目ごとに
・「指摘なし」
・「要是正」
・「要是正（既存不適格）」
・「－」

を選択チェックしてください
（「該当なし」は「－」をチェック）

検査者が１人の場合、記入不要です。その他の検査者がいる場合、記入してください。
なお、代表検査者の検査担当者番号は「１」とし、その他の検査者の検査担当者番号
は、「２」、「３」となります。
(例)検査項目1(1)～1(22)：「１」、

検査項目2(1)～2(14)、3(1)～3(9)：「１」、「２」

特記事項が複数の場合は を押して行を追加してください。入力でき
る行数は５行に制限しています。５行を超える場合は、超えた特記事項
のみ任意様式で作成し、添付書類（P21参照）特記事項超過分添付欄に
添付してください。

全ての入力が終わりましたら、次へボタンを押してください。

目次に戻る
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● 検査結果表（排煙設備）

（以下省略）

検査項目ごとに
・「指摘なし」
・「要是正」
・「要是正（既存不適格）」
・「－」

を選択チェックしてください
（「該当なし」は「－」をチェック）

検査者が１人の場合、記入不要です。その他の検査者がいる場合、記入してください。
なお、代表検査者の検査担当者番号は「１」とし、その他の検査者の検査担当者番号
は、「２」、「３」となります。
(例)検査項目1(1)～1(31)：「１」、

検査項目4(1)～4(17)：「１」、「２」

全ての入力が終わりましたら、次へボタンを押してください。

特記事項が複数の場合は を押して行を追加してください。入力でき
る行数は５行に制限しています。５行を超える場合は、超えた特記事項
のみ任意様式で作成し、添付書類（P21参照）特記事項超過分添付欄に
添付してください。

目次に戻る
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● 検査結果表（非常用の照明装置）

検査項目ごとに
・「指摘なし」
・「要是正」
・「要是正（既存不適格）」
・「－」

を選択チェックしてください
（「該当なし」は「－」をチェック）

（以下省略）

検査者が１人の場合、記入不要です。その他の検査者がいる場合、記入してください。
なお、代表検査者の検査担当者番号は「１」とし、その他の検査者の検査担当者番号
は、「２」、「３」となります。
(例)検査項目1(1)、(2)：「１」、

検査項目2(1)～2(5)、3(1)～3(5) 、5(1)～5(8) ：「１」、「２」

全ての入力が終わりましたら、次へボタンを押してください。

特記事項が複数の場合は を押して行を追加してください。入力でき
る行数は５行に制限しています。５行を超える場合は、超えた特記事項
のみ任意様式で作成し、添付書類（P21参照）特記事項超過分添付欄に
添付してください。

目次に戻る
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● 添付書類（各種添付）

検査した建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)で特記事項
欄が５行を超える場合「特記事項が５行を超える」欄にチェックを入れ、
超えた特記事項のみ任意様式で作成し、こちらに添付してください。

検査計画書の添付
※複数年で検査を計画する場合

別表１の添付

検査結果図（付近見取り図・配置図・報告対象設備の各階平面図）の添付
※図面には防火区画、対象の設備位置を赤線等で明示してください。換気設備が報告対
象の場合、検査項目である「区画を貫通する防火ダンパー」も明示してください。

別表２の添付 別表３の添付

別表４の添付

その他の添付書類の添付
※別表3排煙系統図を別添とされた場合等、
こちらに添付してください。

目次に戻る
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● 添付書類（関係写真※指摘があった場合のみ）

写真部分はJPEGなどの画像ファイルをアップロー
ドしてください。（PDFでは反映されません。）

※どうしても、10枚を超過する場合は、超過分のみ任意様式で作成し、
PDFに変換の上、こちらに添付してください。

指摘箇所の写真添付欄
1欄に写真1枚
（複数の写真を添付する場合は を押せば、記載
欄が出てきて、写真添付欄が追加できます。

※写真添付注意点
添付する写真は１つの指摘事項につき1枚にして

ください。（同一の内容で場所が異なっても1枚）
関係写真の添付は合計10枚までに制限しています
ので、上記を踏まえて少なくしてください。

関係写真アップロード等終了後、次へボタンをクリック

指摘の内容、図面に
記載の写真番号等を
入力してください

該当の設備をドロップダウ
ンから選択してください

検査項目の
番号を入力

検査項目
を入力
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● 報告前チェック

「仮報告」か「本報告」を選択し、
次へボタンをクリック

上記説明文を確認の上、「仮報告」、「本報告」を
選択してください。
「本報告」を選択した場合は、P27以降をご覧くだ
さい。

●「仮報告」ボタン選択後に表示される画面

「仮報告」の場合は、入力項目は表示されません。
「確認」ボタンを押して次に進んでください。

目次に戻る
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● 「確認」ボタンのクリック後に表示される画面

（中間省略）

第一面～第三面、検査結果表等の入力内容を確認し、
「報告」ボタンをクリック

●「報告」ボタンのクリック後に表示される画面（「仮報告」・「本報告」共通）
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●「仮報告」受け取りメール受信画面

メールが迷惑メールに振り分けられる場合
があります。メールが見当たらない場合は
「迷惑メールフォルダ」をご確認ください。

報告内容の修正(編集)及び「本報告」をする際に、受信メールに記載の「My
ﾍﾟｰｼﾞURL」から行うこととなります。「本報告」終了まで受信メールの削除
や他のメールに紛れないようご注意ください。

「報告の種別」で「仮報告」を選択した場合は、表示された画面内の「Myペー
ジへ」、または、届いたメールに記載された「MyページURL」をクリックし、
その後表示されるページから定期検査報告書・検査結果表等をダウンロードの
上、所有者等と報告前に内容等の打ち合わせをしていただく事が出来ます。
但し、仮報告では正式なオンライン報告として建築防災センターに届いてはい
ませんのでご注意ください。
※ 「MyページURL」をクリックしても 「Myページ」に遷移しない場合は、
「MyページURL」をブラウザ検索欄にコピーペーストしてみてください。

（MYページURL）
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●「Myページ」クリック後に表示される画面

「PDFをダウンロード」
ボタンの前の枠をクリッ
クすると、ダウンロード
できる書類一覧が出てき
ます。
ダウンロードする書類を
選んでから「ＰＤＦをダ
ウンロード」ボタンをク
リックしてください。

① 「仮報告」受信お知らせメール記載の【MyページURL】をクリックすると、下記の当該報
告案件のMyページが出てきますので、「報告を編集する」ボタンをクリックしてください。

② 「仮報告」時に入力していただいた入力画面（内容は「仮報告」時の入力内容）に切り替わ
るので、修正(編集)事項を修正(編集)してください。

（「仮報告」時に入力していただいたものと同じ入力様式です）

③ 「本報告」にあたっては、支援サービス料の入力を忘れないでください。(P28参照)

④ 全て修正(編集)が終わったら、最終ページの「報告」ボタンを押すことで、「本報告」(※)と
なります。(P29参照)
※Ｐ30の上段の表示に切り替わることと、「本報告受領メール」が届くことをご確認くだ
さい。

⑤ 以降はP31「本報告後の流れ」をご参照ください。

●「仮報告」から「本報告」への手順

目次に戻る
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●「本報告」ボタン選択後に表示される画面

「本報告日」下の枠をクリックし、表示される
カレンダーから「本報告日」を選んでください。

「本報告日」選択後、次へボタンをクリック
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●支援サービス料

振込名義 振込日 振込額

支援サービス料の振込は、振込名義・
振込日・振込額で確認します。
振込済証等を添付してください。

領収証の宛名が、「振込名義」と異なる
場合は、こちらに記入してください

複数案件を一括で振り込まれた場合は「複数振込」に
チェックをし、「定期報告書リスト」を添付してください。

全ての入力が終わりましたら、
「確認」ボタンをクリック

目次に戻る
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●「確認」ボタンのクリック後に表示される画面（「本報告」の場合）

（中間省略）

29

※ 以上で、すべての入力作業が終了し、
当該案件は防災センターに報告されました。

「定期報告受領メール」が届きますので確認してください。

第一面～第三面、検査結果表等及び支援サービス料
の入力内容を確認し、「報告」ボタンをクリック
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●「報告」ボタンのクリック後に表示される画面（「仮報告」・「本報告」共通）

●「本報告」受領メール（例）

●「Myページ」クリック後に表示される画面

メールが迷惑メールに振り分けられる場合が
あります。メールが見当たらない場合は「迷
惑メールフォルダ」をご確認ください

「PDFをダウンロー
ド」ボタンの前の枠を
クリックすると、ダウ
ンロードできる書類一
覧が出てきます。

「MyページURL」
をクリックしても
「Myページ」に遷
移しない場合は、
「MyページURL」
をブラウザ検索欄に
コピーペーストして
みてください。

（MYページURL）
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●本報告後の流れ

 防災センターで入力内容を確認後、特定行政庁へ進達し、特定行政庁で審査されます
 補正の必要があれば「補正通知」がメールで届きます(P31～P32参照)
 全ての審査が終了すれば「副本交付通知」がメールで届きます(P34参照)
 「副本交付」は、メールに記載のURLにアクセスし、「報告書等（PDF）※」・
「審査結果表」・「報告済証(デジタル交付(PDF))」をダウンロードしてください

(P34～P36参照)
※定期検査報告書1～3面、各検査結果表、関係写真

●「補正通知」が届いた場合の対応方法(補正事項が少ない場合)

① 下記の内容の「補正通知」が届きますので、【補正を要する事項の概要】をご確認いただき、
メール本文下段の【My Page URL】をクリックしてください。

｛建物名称｝〇月〇日

（MyPageURL）

② 【My Page URL】をクリックすると、下記の当該報告案件のMyPageに移りますので、
「報告内容を編集する」ボタンをクリックしてください。

（当初報告時に入力していただいたものと同じ入力様式です）

③ クリックすると、当初入力していただいた入力画面（内容は入力済）に切り替わるので、
補正すべき事項を補正してください。なお、通常は編集ができないようにロックされてい
ますが、「補正通知」の送付によりロックは解除されています。

④ 全て補正が終わったら、最終ページの「報告」ボタンを押してください。

目次に戻る
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●「補正通知」が届いた場合の対応方法(補正事項が多い場合)

③【My Page URL】をクリックすると、当該報告案件のMyPageに移りますので、「報告内
容を編集する」ボタンをクリックしてください。

（建物名称）

② メール本文下段の【My Page URL】をクリックしてください。

（補正事項説明資料ダウンロード先URL）

① 下記の内容の「補正通知」が届きますので、メールに記載のURLから補正事項をご確認
ください。

〇月〇日

以降は前ページ③をご参照ください。

（MyPageURL）

◆報告書審査の進捗状況が確認できます
• 本報告、仮報告の確認
• 報告書の進捗

「センター受付前」→「センター受付、兵庫県へ進達」→「兵庫県受付済審査
中」→「副本交付完了」

目次に戻る
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●領収証の送付について

報告書の受付後、以下のメールが届きます。

メールに記載のURLから「領収証」をダウンロードしてください。

※複数の案件を一括振込された場合は、一括振込されたすべて案件の受付後に領収証を

発行いたします。

領収証送付お知らせメール(例)

（領収証発行URL）

〇月〇日 (建物名称)

目次に戻る
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●「副本交付通知」が届いた場合の対応方法

① 下記の「副本交付通知」が届きます。本文下段の【URL】をクリックの上、「副本」・「審
査結果表」「報告済証」をダウンロードしてください。

副本交付メール(例) 実際に届くメールと文面が異なる
場合があります。

（MyPageURL）

（報告済証ダウンロード用URL）

（審査結果表ダウンロード用URL）

②【My Page URL】をクリックすると、当該報告案件のMyPageが出てきます。

拡大

「PDFをダウンロード」ボタンの前の
枠をクリックすると、ダウンロードで
きる書類一覧が出てきます。
ダウンロードする書類（定期検査報告
書・各検査結果表・関係写真）を選ん
でから「ＰＤＦをダウンロード」ボタ
ンをクリックして、それぞれダウン
ロードしてください。

目次に戻る
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●副本（例）

交付された副本には下記のとおり、特定行政庁および防災センターの受付印

が押印されています。

防災センター受付印特定行政庁受付印

※審査結果表は副本交付メールに記載のダウン

ロード用ＵＲＬをクリックしてダウンロードし

てください（P34参照）

【審査結果】
別紙「審査結果表」をご確認ください

※審査結果表は副本交付メールに記載のダウン

ロード用ＵＲＬをクリックしてダウンロードし

てください（P34参照）
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●報告済証（デジタル交付）

※報告済証は副本交付メールに記載のダウンロード用ＵＲＬをクリックしてダ

ウンロードしてください（P34参照）。

報告済証には下記のとおり、

「報告者名」、「建築物名称」、「報告年月日」が記載されています。

確認の上、副本(審査結果表を含む)と共に建物所有者にお渡しください。

例：兵庫県が
特定行政庁の場合


